
令和８年４月８日 
生徒保護者 各位 

上市町教育委員会  

－上市町放課後チャレンジ応援事業－ 

上市町認定地域クラブ活動等へ定期的に支払う会費等支援開始のお知らせ 

このたび、中学校部活動の地域展開にあわせて、中学生が学校外において行う地域クラブ
活動や町が認めた活動団体等への参加支援と保護者負担軽減を目的とし、放課後に参加す
る地域クラブ等の会費を町が支援する制度を新たに開始します。 

なお、会費等支援を受けるには申請が必要です。希望される方は、別添申請書等へ必要事
項を記入し、上市中学校へ４月 24 日（金）までに提出してください。(上市中学校以外の生
徒は町教育委員会にて手続きをしてください) 
 
＜支援スケジュール＞　 

 

＜支援制度＞　 

１　対象経費　　上市町認定地域クラブ等へ定期的に支払う会費（入会金・年会費含む） 

申請月の翌月分から最大 10か月分（5月～翌年 2月分までの会費） 

※対象外経費は裏面を参照ください。 

２　対象者　　　上市町内在住の中学生 

３　支援金額　　支払会費を下記支援区分により町が最大 30,000 円まで支援 

　　　　　　　　　※町の就学援助費支給認定世帯は 50,000 円まで支援 

※複数のクラブや団体に参加する場合、支援額の上限は 

「1団体ごと」ではなく、「すべての会費の合計で 30,000 円まで」です 

（支援金の例）地域クラブへ４月入会。月会費 4,000 円・入会金 6,000 円の時。 

　　　　　　　　4,000 円×10 か月分(5 月～翌年 2 月分)+6,000 円（入会金）＝46,000 円→23,000 円(50％支援) 

４　支援区分と対象 

①50％支援　上市町認定地域クラブ、町登録活動団体、町主催事業 

②25％支援　町外の活動団体（例：硬式野球、サッカー、キッズチア等） 

　※町内に当該種目のクラブ及び活動団体が存在しない場合のみ 

③100％支援　町の就学援助費支給認定世帯 

※対象となるクラブや団体は、別添活動団体一覧表をご確認ください。 

５　保険加入　　原則、各クラブにて保険（スポーツ安全保険）加入します。 

上記保険に加入していない町登録活動団体への参加希望者の保険対応は、

町で一括加入※いたしますので、どの活動にも安心して参加できます。 

※別添活動団体一覧表の「町一括加入」区分の活動に参加する生徒が対象 

 

～詳しい申請手順・注意事項等は次面参照～ 

 ４月 ５月～翌年２月 翌年３月 翌年 3～４月
 申請書提出 

（4/24 締切）
各自クラブ等へ参加 
（会費等の支払）

実績報告提出 
（3/10 締切）

支給 
（口座振込を予定）



＜支給を受けるまでの手順・注意事項＞ 

 

申請書の提出　　初回申請締切　令和８年４月 24 日 

４月から新規加入（継続参加）する予定のクラブや団体、種目（途中で変更・追加可能）
をご記入いただき、初回申請締切日までに申請用封筒に下記提出書類を入れて学校へ提出
（申請）してください。町で４月中に受理されたものが５月会費分から補助対象となります。 

なお、入会後のトラブル等を防ぐため、必ず入会前に各クラブや団体が実施する体験会・

見学会・方針説明会等に参加し、活動内容・方針を了承して入会してから申請してください。 
また、年度途中での入会・申請の場合は、町の申請書受理日の属する月の翌月１日付けが

交付決定の開始月となります。 
提出書類 

  （１）上市町認定地域クラブ会費等支援補助金交付申請書兼実績報告書（１回目） 
  （２）振込先の口座情報を記入した債権者登録書（通帳の写し等を必ず添付） 

 

 

実績報告書の提出　　提出締切　令和９年３月 10 日 

先に提出いただいた、上市町認定地域クラブ会費等支援補助金交付申請書兼実績報告書
を翌年２月に一旦お返しします。1 年間の参加状況等を追加（修正）記入し、申請用封筒に
下記提出書類を入れて学校へ再度提出してください。(上市中学校以外の生徒は町教育委員
会へ直接提出) 

提出書類 

  （１）上市町認定地域クラブ会費等支援補助金交付申請書兼実績報告書（２回目） 
  （２）支払った会費等の領収書・集金袋（コピー可） 

 ※地域クラブの代表者または運営責任者の押印（サイン）があるもの 
 
注意事項 

1. 実績報告期限(学校提出期限 3 月 10 日)を守ってください。 
実績報告期限を過ぎると支援金のお支払いができなくなりますのでご注意ください。 

2. 年度途中に転出する場合は、その時点で実績報告書を教育委員会へ直接提出してください。 
3. 補助対象外の経費 

①1 回限りのイベントへの参加 
②部活動の会費 ※部活動は学校教育活動として、できる限り負担が生じないよう

すでに配慮されているため 
③用具代、遠征費、交通費、その他臨時経費 
④個人の習い事（営利目的の民間教室への参加）（例）ピアノ・水泳・そろばん教室等 

 
〇 本事業に関するご質問等は中学校ではなく、メールにて町教育委員会事務局まで 

お願いします。 質問等受付メールアドレス k.sports@town.kamiichi.toyama.jp → 
〇 みなさまからのご質問は町ホームページにて随時回答いたします。 

上市町ホームページ https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/15103.html → 

＜担当＞上市町教育委員会 生涯スポーツ班 谷吉／前原 TEL 076-472-2454


